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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ペプトン、酵母エキスの１つ以上とグルコン酸、乳酸、酢酸、プロピオン酸、コハク酸、
アスコルビン酸、クエン酸、りんご酸、コハク酸、ピルビン酸の１つ以上とグルコース、
フルクトース、スクロース、ラクトース、グリセロール、マンニトール、ソルビトールの
１つ以上とリン酸塩の１つ以上から構成されている浄化剤とエチレンジアミン四酢酸、エ
チレンジアミンジヒドロキシフェニル酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸、ニトリロ三酢
酸、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸、Ｌ－グルタミン酸二酢酸、Ｓ，Ｓ－エチ
レンジアミンコハク酸、Ｌ－アスパラギン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸、３－ヒドロキシ－２，２
’－イミノジコハク酸４ナトリウム、グルコヘプトン酸ナトリウム、ヒドロキシエチルイ
ミノ二酢酸１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸、ラムノリピッド、マンノシル
エリスリトールリピッド、ロードトルリン酸、フェリクローム類、コプロゲン、フェリオ
キサミン、リゾフェリン、N, N’,N” －トリアセチルフサリニンCの１つ以上と硫化物と
多硫化物、メチオニン、システイン、シスチンの１つ以上を用いて、溶存酸素濃度で１ｍ
ｇ／Ｌ以下、ＯＲＰ値５０ｍＶ以下の嫌気状態にし、１～４５日後に溶存酸素濃度が２０
ｍｇ／Ｌ以上の高濃度酸素水または１０～１０００ｍｇ／Ｌの過酸化カルシウム、過炭酸
ナトリウム、過酸化マグネシウム、の過酸化化合物の１つ以上を使用することにより、溶
存酸素濃度で５ｍｇ／Ｌ以上、ＯＲＰ値が５０ｍＶ以上の好気状態に切り替えることを特
徴とするシアン化合物の無害化方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シアン化合物の無害化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シアン化合物は、反応性に富み、銀、銅、ニッケルまたはコバルト等の重金属、石炭、
化成品などの製造或いは工程などに利用されている。このシアン化合物は生物に対し毒性
を示すことから、環境中に排出されたシアン化合物は迅速に無害化されることが望まれて
いる。シアン化合物は、遊離シアン、金属シアノ錯体として存在するが、遊離シアンは、
金属シアノ錯体より、約５００～１０００倍の毒性を示す猛毒である。　
【０００３】
　一方、金属シアノ錯体は、シアンと重金属が結合し、安定化し環境中に長期間残存する
。このため、土壌、地下水或いは底質土おけるシアン汚染が問題となっている。現在、こ
のようなシアン化合物により汚染された土壌、地下水或いは底質土の無害化方法としては
、物理的手法、化学的手法及び生物学的手法が報告されている。物理的手法としては、汚
染土壌の掘削処理などがあげられ、また化学的処理については、オゾンなどによる酸化処
理などが報告されている。
【０００４】
　しかし、いずれも初期設備投資や動力コストなどのコスト面などの問題点が挙げられる
。そこで微生物を活用して土壌、地下水或いは底質土などに含まれるシアン化合物を分解
して汚染を除去するバイオレメディエーション技術の開発が期待されている。シアン分解
微生物としては、工場排液を処理する過程において活性汚泥法が報告されており、またバ
チルス属（特許文献１）、クレブシエラ属（特許文献２）、ロドコッカス属（特許文献３
）、ボークホルデリア属（特許文献４）、アルカリゲネス属（特許文献５）さらにフザリ
ウム属（特許文献６）などの微生物においてシアン分解が報告されているが、シアン化合
物の汚染浄化に関する報告は少ない。また微生物的手法では、猛毒である遊離シアン、土
壌に吸着した安定な金属シアノ錯体の迅速な分解が困難であり、技術の開発が期待されて
いる。
【０００５】
　特許文献７には　ロダナーゼ生産細菌の菌体若しくはその培養物又はロダナーゼ酵素と
チオ硫酸塩を用いてシアン化合物を無害化することを特徴とするシアン化合物の無害化方
法が開示された。この特許文献７に示されたシアン化合物の無害化方法はチオ硫酸塩によ
ってシアン化合物無害化細菌（ロダナーゼ生産細菌）の増殖を促進し、またシアン化合物
の無害化を促進するとするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１－２９３１９５号公報
【特許文献２】特開２００２－２１０４９１号公報
【特許文献３】特開平１２－２７０８４８号公報
【特許文献４】特開２００１－２４５６５５号公報
【特許文献５】特開２００３－００９８４７号公報
【特許文献６】特開平１０－２６２６５１号公報
【特許文献７】特開２００６－２８１０５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献７に開示されたシアン化合物の無害化方法では、シアン化合物無害化菌として
ロダナーゼ生産細菌及びチオ硫酸塩を特定して用いるものであり、実験室的にはこれが有
効であるとしても、例えば対象とする土壌が広範な領域である場合には、その広範な領域
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で効率よくシアン化合物の無害化を工業的に行うことは困難である。
【０００８】
　そこで本発明では、猛毒である遊離シアン、土壌に吸着した安定な金属シアノ錯体を効
率よく迅速に無害化することができるシアン化合物の無害化方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のシアン化合物の無害化方法はペプトン、酵母エキスの１つ以上とグルコン酸、
乳酸、酢酸、プロピオン酸、コハク酸、アスコルビン酸、クエン酸、りんご酸、コハク酸
、ピルビン酸の１つ以上とグルコース、フルクトース、スクロース、ラクトース、グリセ
ロール、マンニトール、ソルビトールの１つ以上とリン酸塩の１つ以上から構成されてい
る浄化剤とエチレンジアミン四酢酸、エチレンジアミンジヒドロキシフェニル酢酸、ジエ
チレントリアミン五酢酸、ニトリロ三酢酸、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸、
Ｌ－グルタミン酸二酢酸、Ｓ，Ｓ－エチレンジアミンコハク酸、Ｌ－アスパラギン酸－Ｎ
，Ｎ－二酢酸、３－ヒドロキシ－２，２’－イミノジコハク酸４ナトリウム、グルコヘプ
トン酸ナトリウム、ヒドロキシエチルイミノ二酢酸１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホ
スホン酸、ラムノリピッド、マンノシルエリスリトールリピッド、ロードトルリン酸、フ
ェリクローム類、コプロゲン、フェリオキサミン、リゾフェリン、N, N’,N” －トリア
セチルフサリニンCの１つ以上と硫化物と多硫化物、メチオニン、システイン、シスチン
の１つ以上を用いて、溶存酸素濃度で１ｍｇ／Ｌ以下、ＯＲＰ値５０ｍＶ以下の嫌気状態
にし、１～４５日後に溶存酸素濃度が２０ｍｇ／Ｌ以上の高濃度酸素水または１０～１０
００ｍｇ／Ｌの過酸化カルシウム、過炭酸ナトリウム、過酸化マグネシウム、の過酸化化
合物の１つ以上を使用することにより、溶存酸素濃度で５ｍｇ／Ｌ以上、ＯＲＰ値が５０
ｍＶ以上の好気状態に切り替えることを特徴とする。
【００１０】
　係る本発明のシアン化合物の無害化方法により、吸着したシアン化合物を溶出させ、シ
アン化合物の微生物分解を促進し、また一時的に嫌気状態にすることにより、嫌気性のシ
アン分解微生物により高濃度のシアン汚染物質を毒性の低い化合物に変化させ、その後、
好気状態に切り替えるシアン化合物の無害化方法を実施することによって、好気性のシア
ン分解微生物を増殖、活性化させてシアン化合物を迅速に無害化することができる。
【００１２】
　さらに０.１～３ｍｇ／Ｌの銅化合物、マンガン化合物、鉄化合物、クロム化合物の１
つ以上を加える様にしてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るシアン化合物を無害化方法によって、シアン化合物を低コストでかつ迅速
に無害化することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。
　本発明のシアン化合物の無害化方法に用いるシアン化合物の無害化剤は、例えば、水に
溶解した後、シアン化合物と混合することにより無害化を行う。
　この他にもシアン化合物に直接散布や回収したシアン化合物に本発明に用いるシアン無
害化剤を混合し、機械などにより撹拌し、好気状態にすることでも同等の効果を得ること
ができる。
　本発明に用いるシアン化合物の無害化剤は、シアン化合物に接触でき、かつ一定量のシ
アン分解微生物が存在している環境であれば、これらの方法に限らず使用することができ
る。
【００１５】
　本発明により利用されるシアン分解微生物とは、汚染土壌に存在し、一般的な微生物と
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同様の方法で増殖させることができる微生物であり、無機塩、窒素源、その他栄養源を含
む無機栄養培地、有機栄養培地等において増殖できるシアン分解微生物であり、例えば特
にロダナーゼ生産細菌等に限定はされない。
　この様なシアン分解微生物を利用することによって本発明のシアン化合物の無害化方法
によれば対象とする土壌が広範な領域である場合でも、その広範な領域で効率よくシアン
化合物の無害化を工業的に行うことが可能となる。
【００１６】
　また外来微生物を混合したり、シアン化合物分解微生物より抽出した遺伝子により作成
した組み換え微生物を使用したり、これらシアン分解微生物を単体に固定化した場合も本
発明のシアン化合物の無害化方法は実施できる。また他の物質との複合汚染でないことが
好ましいが、例えば、油などがあげられるが、適度な濃度であれば本発明のシアン化合物
の無害化方法の適用は可能である。
【００１７】
　本発明のシアン化合物の無害化方法では、シアン化合物を溶出させ、種々の微生物によ
り迅速にシアン化合物の無害化を促すため、シアン分解微生物として報告されているバチ
ルス属、クレブシエラ属、ロドコッカス属、ボークホルデリア属、アルカリゲネス属、さ
らにフザリウム属などの微生物が存在することが必須ではない。しかし、これら微生物が
存在することが好ましい。
【００１８】
　また本発明において無害化できるシアン化合物としては、遊離シアンと金属シアノ錯体
である。遊離シアンは、一般的にＡｎ（ＣＮ）ｘで示され、Ａはカリウム（Ｋ）、水素（
Ｈ）、ナトリウム（Ｎａ）、カルシウム（Ｃａ）、アンモニウム（ＮＨ４）などである。
また金属シアノ錯体は、一般的にＡｎ［Ｍ（ＣＮ）ｘ］で示され、Ｍは、鉄（Ｆｅ）、カ
ドミウム（Ｃｄ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、亜鉛（Ｚｎ）などの金属であ
る。
【００１９】
　本発明のシアン化合物の無害化方法では、例えば、シアン化合物濃度、シアン化合物の
形態、汚染土壌の地質、地下水の水質または、微生物の種類、微生物量により、シアン化
合物の無害化剤濃度及び無害化方法の実施期間を変更でき、また硫酸塩、アンモニウム塩
、マグネシウム塩、微量金属、ビタミン、アミノ酸、有機酸、糖類などを適量添加しても
よい。
【００２０】
　本発明のシアン化合物の無害化方法において硫化物と多硫化物とメチオニン、システイ
ンシスチンを使用するが、硫化物とは、硫黄化合物のうち硫黄原子が最低酸化数である－
２であり、Ｓ２－で示され、例えば、Ｎａ２Ｓ、Ｋ２Ｓなどである。また多硫化物とは、
Ｓｎ２－で示され、例えば、二硫化ナトリウム（Ｎａ２Ｓ２）や、五硫化カルシウム（Ｃ
ａＳ５）、二硫化鉄（ＦｅＳ２）などである。また約０．０１～約１ｍｇ／Ｌ程度の範囲
となるように添加することが好ましい。
【００２１】
　本発明では、シアン分解微生物を利用することによりシアン化合物の無害化を迅速に行
う為、１５～３０℃、ｐＨ６～１０になるようにすることが好ましい。
【００２２】
　本発明のシアン化合物の無害化方法は、嫌気状態を溶存酸素濃度で１ｍｇ／Ｌ以下、Ｏ
ＲＰ値５０ｍＶ以下とし、その後１～４５日後に溶存酸素濃度で５ｍｇ／Ｌ以上、ＯＲＰ
値が５０ｍＶ以上の好気状態にする。
この方法としては、２０ｍｇ／Ｌ以上の高濃度酸素水または１０～１０００ｍｇ／Ｌの過
酸化カルシウム、過炭酸ナトリウム、過酸化マグネシウムの過酸化化合物を使用すること
が好ましい。
【００２３】
　本発明では、シアン分解微生物を利用することによりシアン化合物の無害化を迅速に行
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う為、０．１～３ｍｇ／Ｌの銅化合物、マンガン化合物、鉄化合物、クロム化合物の１つ
以上を加えることで、シアン化合物分解微生物の活性化を促す。
【００２４】
　本発明のシアン化合物の無害化方法にあっては、シアン化合物の無害化剤を、例えば、
地下に注入するため、シアン化合物の無害化終了後は、分解し、環境負荷が小さいことが
好ましい。本発明に用いるシアン化合物の無害化剤は、１ｇ／Ｌ溶液においては、約３０
日において全有機炭素濃度で、１０ｍｇ／Ｌ以下になり、完全に生分解した。
【００２５】
　以上の条件で、本発明はシアン化合物を無害化することができる。従って、毒性の高い
シアン化合物を含んだシアン汚染媒体においても環境負荷、短工期、コスト面での負担を
小さくし浄化できる浄化方法である。
以下、実施例を用いて本方法をより詳細に説明するが、本発明の技術的範囲はこれら実施
例に限定されるものではない。
【実施例１】
【００２６】
　本実施例において、吸着したシアン化合物の溶出について確認した。
塩化ビニル管に２００ｇのシアン化合物汚染土壌を詰め、１．５ｇ／Ｌの濃度でエチレン
ジアミン四酢酸、エチレンジアミンジヒドロキシフェニル酢酸、ジエチレントリアミン五
酢酸、ニトリロ三酢酸、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸、Ｌ－グルタミン酸二
酢酸、Ｓ，Ｓ－エチレンジアミンコハク酸、Ｌ－アスパラギン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸、３－
ヒドロキシ－２，２’－イミノジコハク酸４ナトリウム、グルコヘプトン酸ナトリウム、
ヒドロキシエチルイミノ二酢酸１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸、ラムノリ
ピッド、マンノシルエリスリトールリピッドを２００ｍｌ流した。その時に溶出したシア
ン化合物濃度を測定した結果、各溶液においてシアン化合物が溶出していた。シアン化合
物濃度は、ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．１．２で前処理を行い、４－ピリジンカルボン酸
－ピラゾロン吸光度法ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．３にて発色し測定した（定量下限値０
．１ｍｇ／Ｌ）。
これらの結果より、以下の溶液において吸着しているシアン化合物を溶出する効果が認め
られた。
【００２７】
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【表１】

　
【実施例２】
【００２８】
　本実施例では、各成分におけるシアン化合物の無害化作用について確認した。
シアン化合物汚染土壌より、３－ヒドロキシ－２，２’－イミノジコハク酸４ナトリウム
で溶出させた液１５０ｍｌに表２に示す各成分を０．５ｇ／Ｌ濃度となるように加え、定
期的にシアン化合物濃度を測定した。シアン化合物濃度は、ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．
１．２で前処理を行い、４－ピリジンカルボン酸－ピラゾロン吸光度法ＪＩＳ　Ｋ０１０
２　３８．３にて発色し測定した（定量下限値０．１ｍｇ／Ｌ）。また、各成分について
は、７日に１回追加した。
これらの結果より、以下の成分においてシアン化合物を無害化する作用について認められ
た。また、これらの成分を組み合わせ使用した場合においても、同等の効果を得ることが
示された。
【００２９】
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【表２】

　　　　　　　　　　
【実施例３】
【００３０】
　本実施例では、高濃度のシアン化合物の場合において、硫化物と多硫化物の添加におけ
るシアン化合物の無害化が効果的であったことを示す。
シアン化合物汚染地下水５Ｌに０．２ｇ／Ｌ酵母エキス、０．２ｇ／Ｌプロピオン酸ナト
リウム、０．２ｇ／Ｌグルコース、０．２ｇ／Ｌリン酸水素二カリウムとなるように加え
、０．１ｍｇ／Ｌの二硫化ナトリウムまたは、二硫化鉄を添加したもの、添加しないサン
プルを作成し、定期的にシアン化合物濃度を測定した。シアン化合物濃度は、ＪＩＳ　Ｋ
０１０２　３８．１．２で前処理を行い、４－ピリジンカルボン酸－ピラゾロン吸光度法
ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．３にて発色し測定した（定量下限値０．１ｍｇ／Ｌ）。また
、各成分については、７日に１回追加した。
これらの結果より、高濃度のシアン化合物の場合、硫化物を添加した場合においてシアン
化合物の無害化が効果的であったことが示された。
【００３１】
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【表３】

　
【実施例４】
【００３２】
　本実施例では、嫌気状態にし、その後、好気状態に切り替えることにより、シアン化合
物の無害化が効果的であったことを示す。
シアン化合物地下水５Ｌに０．２ｇ／Ｌ酵母エキス、０．２ｇ／Ｌプロピオン酸ナトリウ
ム、０．２ｇ／Ｌグルコース、０．２ｇ／Ｌリン酸水素二カリウム、０．１ｍｇ／Ｌ　二
硫化ナトリウムを添加し、定期的にシアン化合物濃度を測定した。シアン化合物濃度は、
ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．１．２で前処理を行い、４－ピリジンカルボン酸－ピラゾロ
ン吸光度法ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．３にて発色し測定した（定量下限値０．１ｍｇ／
Ｌ）。また、各成分については、７日に１回追加した。振とうにおいて好気状態を維持し
、また、静置することにより、嫌気状態を形成した。好気状態の目安としては、試験水中
の溶存酸素濃度を５ｍｇ／Ｌ以上とし、また、嫌気状態は、１ｍｇ／Ｌ以下とした。
これらの結果より、高濃度のシアン化合物の場合、硫化物を添加した場合においてシアン
化合物の無害化が効果的であったことが示された。
【００３３】
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【表４】

　
【実施例５】
【００３４】
　本実施例では、シアン化合物汚染サイトにおいて、シアン化合物の無害化が効果的であ
ったことを示す。
シアン化合物汚染サイトの地下水中のシアン化合物濃度は２．０ｍｇ／Ｌ程度であった。
シアン化合物汚染サイトの中央部に５０ｍｍのＰＶＣ注入管（オールストレーナー）を用
いて、１．５ｇ／Ｌ　３－ヒドロキシ－２，２’－イミノジコハク酸４ナトリウム、０．
２ｇ／Ｌ酵母エキス、０．２ｇ／Ｌプロピオン酸ナトリウム、０．２ｇ／Ｌグルコース、
０．２ｇ／Ｌリン酸水素二カリウム、０．１ｍｇ／Ｌ　二硫化ナトリウム溶液を１ｍ３あ
たり、３００Ｌとなるように注入した。また、３ｍ（ＭＷ１）と４ｍ（ＭＷ２）下流側に
５０ｍｍのＰＶＣ注入管を設置し、観測孔とし、定期的にシアン化合物濃度、溶存酸素濃
度（ＤＯ）、酸化還元電位（ＯＲＰ）を測定した。注入終了から、３日後の各観測孔の溶
存酸素濃度は、１ｍｇ／Ｌ程度であり、またＯＲＰ値は、０ｍＶ程度であった。溶存酸素
濃度が２０ｍｇ／Ｌ以上の高濃度酸素水を約１０Ｌ／分、８時間／日、１．５ヶ月間注入
した。２週間毎に０．２ｇ／Ｌ酵母エキス、０．２ｇ／Ｌプロピオン酸ナトリウム、０．
２ｇ／Ｌグルコース、０．２ｇ／Ｌリン酸水素二カリウムを１ｍ３あたり、３００Ｌとな
るように追加注入した。３ｍ下流側にある観測孔ＭＷ１においては、１．５ヶ月間におい
て、ＤＯ値が５ｍｇ／Ｌ程度、ＯＲＰ値が約５０ｍＶであった。また、４ｍ下流側にある
観測孔ＭＷ２においては、ＤＯ値が２ｍｇ／Ｌ程度、ＯＲＰ値が、約０ｍＶであった。１
．５ヶ月後に地下水中のシアン化合物濃度をＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．１．２で前処理
を行い、４－ピリジンカルボン酸－ピラゾロン吸光度法ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．３に
て発色し測定した（定量下限値０．１ｍｇ／Ｌ）。
これらの結果より、ＤＯ値が５ｍｇ／Ｌ以上、ＯＲＰ値が５０ｍＶ以上を維持することで
シアン化合物の無害化が効果的であったことが示された。
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【００３５】
【表５】

　
【実施例６】
【００３６】
　本実施例では、嫌気状態にし、その後、過酸化カルシウム、過炭酸ナトリウム、過酸化
マグネシウムにより好気状態に切り替えた時のシアン化合物の無害化が効果的であったこ
とを示す。
【００３７】
　シアン化合物地下水５Ｌに０．２ｇ／Ｌ酵母エキス、０．２ｇ／Ｌプロピオン酸ナトリ
ウム、０．２ｇ／Ｌグルコース、０．２ｇ／Ｌリン酸水素二カリウム、０．１ｍｇ／Ｌ　
二硫化ナトリウムを添加し、定期的にシアン化合物濃度を測定した。シアン化合物濃度は
、ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．１．２で前処理を行い、４－ピリジンカルボン酸－ピラゾ
ロン吸光度法ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３８．３にて発色し測定した（定量下限値０．１ｍｇ
／Ｌ）。また、各成分については、７日に１回追加した。試験開始より７日間静置して、
嫌気状態を形成させ、その後、１０ｍｇ／Ｌの過酸化カルシウム、過炭酸ナトリウム、過
酸化マグネシウムを添加することにより好気状態を形成、維持した。嫌気状態の目安とし
ては、試験水中の溶存酸素濃度を１ｍｇ／Ｌ以下とし、好気状態は溶存酸素濃度を５ｍｇ
／Ｌ以上とした。
これらの結果より、過酸化カルシウム、過炭酸ナトリウム、過酸化マグネシウムによりを
添加した場合においてシアン化合物の無害化が効果的であったことが示された。
【００３８】

【表６】
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【実施例７】
【００３９】
　本実施例では、０．２ｇ／Ｌ酵母エキス、０．２ｇ／Ｌプロピオン酸ナトリウム、０．
２ｇ／Ｌグルコース、０．２ｇ／Ｌリン酸水素二カリウム、０．１ｍｇ／Ｌ　二硫化ナト
リウム等と一緒に、硫酸銅、塩化マンガン、硫酸鉄、クロム酸カリウムを微量に添加する
ことによりシアン化合物の無害化が効果的であったことを示す。
【００４０】
　シアン化合物地下水５Ｌに０．２ｇ／Ｌ酵母エキス、０．２ｇ／Ｌプロピオン酸ナトリ
ウム、０．２ｇ／Ｌグルコース、０．２ｇ／Ｌリン酸水素二カリウム、０．１ｍｇ／Ｌ　
二硫化ナトリウムを添加し、１ｍｇ／Ｌ硫酸銅または、１ｍｇ／Ｌ塩化マンガン、１ｍｇ
／Ｌ硫酸鉄、０．１ｍｇ／Ｌクロム酸カリウムを追加した。
【００４１】
　定期的にシアン化合物濃度を測定した。シアン化合物濃度は、ＪＩＳ　Ｋ０１０２　３
８．１．２で前処理を行い、４－ピリジンカルボン酸－ピラゾロン吸光度法ＪＩＳ　Ｋ０
１０２　３８．３にて発色し測定した（定量下限値０．１ｍｇ／Ｌ）。また、各成分につ
いては、７日に１回追加した。試験開始より７日間静置して、嫌気状態を形成させ、その
後、過酸化カルシウムを添加することにより好気状態を形成、維持させた。
これらの結果より、硫酸銅、塩化マンガン、硫酸鉄、クロム酸カリウムの添加した場合に
おいてシアン化合物の無害化が効果的であったことが示された。
【００４２】

【表７】
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